
　杜の都信用金庫は、「中小企業の健全な発展」「地域社会繁栄へ
の奉仕」を経営理念に掲げ、地域の中小企業・零細企業及び地域住
民の皆さまへの円滑な資金供給に努めるとともに、コンサルティング機
能を発揮し、お客さまの経営改善や事業拡大の支援を通じて、被災地
域の復興支援を加速するとともに、「まち・ひと・しごと創生法」の基本理
念を尊重し、地域やお取引先に更なる成長・発展等に向け、貢献してま
いります。

1 中小企業の経営支援に関する取り組み方針

　中小企業の経営支援については、平成１９年よりビジネス・マッチング
への参画によるお取引先の販路拡大に向けた支援を継続しております。
また平成２３年３月の東日本大震災により被災されたお取引先の復興再
生、及び平成２５年３月の中小企業金融円滑化法の期限到来による対
策として、宮城県中小企業再生支援協議会、株式会社東日本大震災事
業者再生支援機構、みやぎ産業振興機構等外部機関との連携を図り、
お取引先の経営改善に向けた支援強化に努めてまいりました。
　さらに、中小企業金融円滑化法の期限到来後も、これまでと変わらず、
引き続き貸付条件の変更等円滑な資金供給に努めていくことを公表す
るとともに、全職員に対し周知してまいりました。
　平成２４年１１月には、中小企業経営力強化支援法に基づく認定経営
革新等支援機関の認定を受け、今後もコンサルティング機能を発揮し、
お客さまの経営改善や事業拡大を支援してまいります。

2 中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

①東日本大震災により被災されたお取引先の事業再生支援等
　　東日本大震災からの復興支援の一環として、平成２３年１２月に信
金中央金庫及び信金キャピタル株式会社との共同出資により、被災
地域で再生に取り組む中小企業を支援するためのファンド「投資事業
有限責任組合しんきんの絆」が設立され、取り組みを行っております。

②政府系金融機関との業務連携
　   平成26年10月2日　株式会社日本政策金融公庫と覚書締結
　   平成27年1月19日　株式会社商工組合中央金庫と覚書締結
　　地域の中小企業の金融ニーズに対して、「地域金融機関」と「公的
金融機関」の持つそれぞれの機能や特性を活かしながら、これまで以
上に地域経済の活性化に貢献してまいります。

③その他、地域経済の活性化対策として取り組んできた事例
　ⅰ）地場産業の支援、新事業・業種転換を目指す企業に対する支援
　　TＫＣ経営者ローン（平成１５年１２月取り扱い開始）
　　創業支援融資（平成１６年１２月取り扱い開始）

　ⅱ）再生可能エネルギー買取制度を利用した融資
　　平成２６年度取り組み実績は、５先３０１百万円を実行しております。

　ⅲ）地公体等とのタイアップ事業
　多賀城・七ヶ浜商工会会員緊急資金融資（平成２２年１１月取り扱
い開始）

　ⅳ）東日本大震災関連
　（新）災害復旧対策融資（平成２２年３月取り扱い開始）
　地域企業支援（震災復興特別資金）融資（平成２２年７月取り扱い
開始）

上記プロパー融資の推進により、地域金融の円滑な資金提供に取り組
んでおります。

4 地域の活性化に関する取り組み状況①創業・新規事業開拓の支援
　平成１６年１２月に創業支援融資取扱要領を制定し、その他信用保
証協会及び宮城県、仙台市の創業支援関連制度融資の活用によ
り、起業される方や創業間もない方を対象に創業時の資金繰りを支援
しております。平成２６年度の実績は３３先に対し１５４百万円の新規融
資を実行いたしました。

②成長段階における支援
　ａ．ビジネスマッチへの取り組み
　　　ビジネスマッチへの参画による、お取引先の販路拡大や経営課
題解決に向けた支援に伴う信頼関係の向上を目指しており、平成
２６年１１月開催の「ビジネスマッチ東北２０１４(東北地区信金協会
主催)」では、当金庫のお取引先１６社が出展しました。

　　　また、経済産業省の地域経済産業活性化対策補助金を活用し
た「首都圏等販路開拓コーディネート事業」を展開し、当金庫のお取
引先１社に対して首都圏の販路開拓支援を実施しました。

　ｂ．ＡＢＬ（動産担保融資）の推進
　　　平成２４年４月の中小企業金融円滑化法の最終期限を踏まえた
「出口戦略」における政策パッケージの公表による金融の円滑化を
図るための新規融資の取り組みとして、ＡＢＬ（動産担保融資）に取り
組んでおり、実行金額は2件の173百万円となっております。

　　　なお、平成27年1月に外部評価機関トゥルーバグループホール
ディ ング株式会社と業務委託基本契約を締結しました。

③経営改善・事業再生・業種転換等の支援
　ａ．取引先に対するコンサルティング・経営指導等の提供
　　　前述の「出口戦略」における政策パッケージの公表により、コン
サルティング機能の発揮による経営改善支援策として、外部機関
との連携について取り組み、平成26年度の実績は下記の通りとな
りました。

　　（平成27年3月末実績）

 　　 ⅰ． 宮城県中小企業再生支援協議会
　　  　 協議事案　31件（うち成立事案　29件）
 　 　ⅱ．株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
 　　  　協議事案　34件（うち買取事案　27件、支援決定　4件）
 　    ⅲ． みやぎ産業振興機構
 　　 　 協議事案　4件（うち買取事案　3件、支援決定　1件）

　ｂ．経営支援能力の向上
　　　再生支援協議会との連携にてお取引先の事業再生計画を策定
することでスキルアップを図ることを目的として、中小企業再生支援
協議会全国本部から講師を

　  招いて平成26年5月16日及び
     平成26年7月11日に研修会を
     開催し、コンサルティング機能の
     強化に努めております。

   c．ＤＥＳ（債務の株式化）、ＤＤＳ（資本性借入金）の推進
　　　前述の「出口戦略」における政策パッケージの公表による新たな
事業再生手法として、ＤＤＳ（資本性借入金）の活用にも取り組んで
おり、実行金額は1件の35百万円となっております。　　　　　

　ｄ．Ｍ＆Ａ仲介等
　　　経営支援の一環として、高齢化社会を背景とした中小企業等の
事業承継問題に取り組み、信金キャピタル株式会社並びに株式会
社日本Ｍ＆Ａとの業務提携により、仲介業の取り扱いをしております。

3 中小企業の経営支援に関する取り組み状況

本部ご相談窓口

【お客さま支援部】 ０８００-８００-９００２ （フリーダイヤル）
ご返済計画見直し等に係るご意見・ご要望・苦情相談等

受付時間は午前9時から午後5時までです。（当金庫の窓口休業日は除きます）

［中小企業者向けご融資］

注1：公表した計数は、法施行日（平成２１年１２月４日）から平成27年３月３１日までの対応状況を集計しております。
注2：件数は「債権単位」で集計しております。また、金額は「申込時点の債権額」を集計し、百万円未満を切捨てて表示しております。
注3：「申込」とは、お客さまから書面又は口頭により承った「貸付条件変更等の申込」を集計しております。
注4：「謝絶」には、「みなし謝絶」（継続審査中であるが、受付日から3ヵ月を経過した案件）が含まれております。
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　当金庫は、地域の中小企業及び個人のお客さまに必要な
資金を安定的に供給し、必要に応じ経営改善支援を行うな
ど課題解決型金融の実践に努め、地域金融の円滑化に全力
で取り組んでまいりました。
　したがいまして、中小企業金融円滑化法終了後も、お取
引先の皆さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合

には、これまで同様、貸付条件の変更等や円滑な資金供給
に努めてまいりますので、何なりと気軽にご相談くださいま
すようお持ち申し上げております。
　今後も、地域の中小企業及び個人のお客さま方のご要望
に積極的にお応えし、地元の発展に繋がるよう努めてまいり
ます。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取り組みの状況

貸付の条件変更等の実施状況［平成27年3月末時点］

地域金融円滑化への取り組みについて

地域とともにあゆむ。杜の都信用金庫絆 中小企業の経営改善及び地域活性化の取り組み
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　杜の都信用金庫は、「中小企業の健全な発展」「地域社会繁栄へ
の奉仕」を経営理念に掲げ、地域の中小企業・零細企業及び地域住
民の皆さまへの円滑な資金供給に努めるとともに、コンサルティング機
能を発揮し、お客さまの経営改善や事業拡大の支援を通じて、被災地
域の復興支援を加速するとともに、「まち・ひと・しごと創生法」の基本理
念を尊重し、地域やお取引先に更なる成長・発展等に向け、貢献してま
いります。

1 中小企業の経営支援に関する取り組み方針

　中小企業の経営支援については、平成１９年よりビジネス・マッチング
への参画によるお取引先の販路拡大に向けた支援を継続しております。
また平成２３年３月の東日本大震災により被災されたお取引先の復興再
生、及び平成２５年３月の中小企業金融円滑化法の期限到来による対
策として、宮城県中小企業再生支援協議会、株式会社東日本大震災事
業者再生支援機構、みやぎ産業振興機構等外部機関との連携を図り、
お取引先の経営改善に向けた支援強化に努めてまいりました。
　さらに、中小企業金融円滑化法の期限到来後も、これまでと変わらず、
引き続き貸付条件の変更等円滑な資金供給に努めていくことを公表す
るとともに、全職員に対し周知してまいりました。
　平成２４年１１月には、中小企業経営力強化支援法に基づく認定経営
革新等支援機関の認定を受け、今後もコンサルティング機能を発揮し、
お客さまの経営改善や事業拡大を支援してまいります。

2 中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

①東日本大震災により被災されたお取引先の事業再生支援等
　　東日本大震災からの復興支援の一環として、平成２３年１２月に信
金中央金庫及び信金キャピタル株式会社との共同出資により、被災
地域で再生に取り組む中小企業を支援するためのファンド「投資事業
有限責任組合しんきんの絆」が設立され、取り組みを行っております。

②政府系金融機関との業務連携
　   平成26年10月2日　株式会社日本政策金融公庫と覚書締結
　   平成27年1月19日　株式会社商工組合中央金庫と覚書締結
　　地域の中小企業の金融ニーズに対して、「地域金融機関」と「公的
金融機関」の持つそれぞれの機能や特性を活かしながら、これまで以
上に地域経済の活性化に貢献してまいります。

③その他、地域経済の活性化対策として取り組んできた事例
　ⅰ）地場産業の支援、新事業・業種転換を目指す企業に対する支援
　　TＫＣ経営者ローン（平成１５年１２月取り扱い開始）
　　創業支援融資（平成１６年１２月取り扱い開始）

　ⅱ）再生可能エネルギー買取制度を利用した融資
　　平成２６年度取り組み実績は、５先３０１百万円を実行しております。

　ⅲ）地公体等とのタイアップ事業
　多賀城・七ヶ浜商工会会員緊急資金融資（平成２２年１１月取り扱
い開始）

　ⅳ）東日本大震災関連
　（新）災害復旧対策融資（平成２２年３月取り扱い開始）
　地域企業支援（震災復興特別資金）融資（平成２２年７月取り扱い
開始）

上記プロパー融資の推進により、地域金融の円滑な資金提供に取り組
んでおります。

4 地域の活性化に関する取り組み状況①創業・新規事業開拓の支援
　平成１６年１２月に創業支援融資取扱要領を制定し、その他信用保
証協会及び宮城県、仙台市の創業支援関連制度融資の活用によ
り、起業される方や創業間もない方を対象に創業時の資金繰りを支援
しております。平成２６年度の実績は３３先に対し１５４百万円の新規融
資を実行いたしました。

②成長段階における支援
　ａ．ビジネスマッチへの取り組み
　　　ビジネスマッチへの参画による、お取引先の販路拡大や経営課
題解決に向けた支援に伴う信頼関係の向上を目指しており、平成
２６年１１月開催の「ビジネスマッチ東北２０１４(東北地区信金協会
主催)」では、当金庫のお取引先１６社が出展しました。

　　　また、経済産業省の地域経済産業活性化対策補助金を活用し
た「首都圏等販路開拓コーディネート事業」を展開し、当金庫のお取
引先１社に対して首都圏の販路開拓支援を実施しました。

　ｂ．ＡＢＬ（動産担保融資）の推進
　　　平成２４年４月の中小企業金融円滑化法の最終期限を踏まえた
「出口戦略」における政策パッケージの公表による金融の円滑化を
図るための新規融資の取り組みとして、ＡＢＬ（動産担保融資）に取り
組んでおり、実行金額は2件の173百万円となっております。

　　　なお、平成27年1月に外部評価機関トゥルーバグループホール
ディ ング株式会社と業務委託基本契約を締結しました。

③経営改善・事業再生・業種転換等の支援
　ａ．取引先に対するコンサルティング・経営指導等の提供
　　　前述の「出口戦略」における政策パッケージの公表により、コン
サルティング機能の発揮による経営改善支援策として、外部機関
との連携について取り組み、平成26年度の実績は下記の通りとな
りました。

　　（平成27年3月末実績）

 　　 ⅰ． 宮城県中小企業再生支援協議会
　　  　 協議事案　31件（うち成立事案　29件）
 　 　ⅱ．株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
 　　  　協議事案　34件（うち買取事案　27件、支援決定　4件）
 　    ⅲ． みやぎ産業振興機構
 　　 　 協議事案　4件（うち買取事案　3件、支援決定　1件）

　ｂ．経営支援能力の向上
　　　再生支援協議会との連携にてお取引先の事業再生計画を策定
することでスキルアップを図ることを目的として、中小企業再生支援
協議会全国本部から講師を

　  招いて平成26年5月16日及び
     平成26年7月11日に研修会を
     開催し、コンサルティング機能の
     強化に努めております。

   c．ＤＥＳ（債務の株式化）、ＤＤＳ（資本性借入金）の推進
　　　前述の「出口戦略」における政策パッケージの公表による新たな
事業再生手法として、ＤＤＳ（資本性借入金）の活用にも取り組んで
おり、実行金額は1件の35百万円となっております。　　　　　

　ｄ．Ｍ＆Ａ仲介等
　　　経営支援の一環として、高齢化社会を背景とした中小企業等の
事業承継問題に取り組み、信金キャピタル株式会社並びに株式会
社日本Ｍ＆Ａとの業務提携により、仲介業の取り扱いをしております。

3 中小企業の経営支援に関する取り組み状況

本部ご相談窓口

【お客さま支援部】 ０８００-８００-９００２ （フリーダイヤル）
ご返済計画見直し等に係るご意見・ご要望・苦情相談等

受付時間は午前9時から午後5時までです。（当金庫の窓口休業日は除きます）

［中小企業者向けご融資］

注1：公表した計数は、法施行日（平成２１年１２月４日）から平成27年３月３１日までの対応状況を集計しております。
注2：件数は「債権単位」で集計しております。また、金額は「申込時点の債権額」を集計し、百万円未満を切捨てて表示しております。
注3：「申込」とは、お客さまから書面又は口頭により承った「貸付条件変更等の申込」を集計しております。
注4：「謝絶」には、「みなし謝絶」（継続審査中であるが、受付日から3ヵ月を経過した案件）が含まれております。
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金額件数

5,095234

謝　絶

金額件数

81049

審査中

金額件数

1,897196

取下げ

（単位：件/百万円）

［住宅資金ご融資］

金額件数

3,382296

申　込

全　体

金額件数

2,417218

実　行

金額件数

39142

謝　絶

金額件数

00

審査中

金額件数

57436

取下げ

（単位：件/百万円）

　当金庫は、地域の中小企業及び個人のお客さまに必要な
資金を安定的に供給し、必要に応じ経営改善支援を行うな
ど課題解決型金融の実践に努め、地域金融の円滑化に全力
で取り組んでまいりました。
　したがいまして、中小企業金融円滑化法終了後も、お取
引先の皆さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合

には、これまで同様、貸付条件の変更等や円滑な資金供給
に努めてまいりますので、何なりと気軽にご相談くださいま
すようお持ち申し上げております。
　今後も、地域の中小企業及び個人のお客さま方のご要望
に積極的にお応えし、地元の発展に繋がるよう努めてまいり
ます。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取り組みの状況

貸付の条件変更等の実施状況［平成27年3月末時点］

地域金融円滑化への取り組みについて

地域とともにあゆむ。杜の都信用金庫絆 中小企業の経営改善及び地域活性化の取り組み
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